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市
は
、
福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格

申
請
が
あ
り
、
７
月
１
日
以
降
、
受

給
対
象
と
な
る
人
に
、
新
し
い
受
給

者
証
（
資
格
者
証
）
を
、
受
給
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
人
に
、
資
格
停
止

の
通
知
を
送
付
し
ま
し
た
（
た
だ

し
、
２
年
度
以
上
続
け
て
資
格
停
止

と
な
る
人
で
、
送
付
希
望
が
無
い
場

合
、
通
知
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
）
。

　
福
祉
医
療
費
の
助
成
対
象
は
、
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
市
民
で
、

下
表
の
要
件
に
該
当
す
る
人
で
す
。

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
で
申
請

が
ま
だ
の
人
は
、
医
療
年
金
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
１
３
１
）
へ
問
合

せ
を
。

　
な
お
、
平
成
　
年
１
月
１
日
現

２４

在
、
他
市
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た

場
合
な
ど
は
、
そ
の
市
区
町
村
が
発

行
す
る
　
年
度
課
税
（
非
課
税
）
証

２４

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

０
歳
児
の
み
、
乳
幼
児
等
医
療
費
受

給
者
証
交
付
の
郵
送
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
申
請
書
は
本
市
で
出

生
の
届
出
を
す
る
際
に
配
布
し
て
い

ま
す
。
他
市
で
届
出
を
す
る
な
ど
、

申
請
書
の
送
付
を
希
望
す
る
人
は
、

医
療
年
金
課
へ
問
合
せ
を
。

　
※
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
県

と
の
共
同
事
業
で
、
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
県
の
「
第
２

次
行
革
プ
ラ
ン
」
に
伴
い
、
７
月
１

日
か
ら
は
、
老
人
医
療
を
除
く
各
福

祉
医
療
の
所
得
判
定
単
位
が
、
所
得

制
限
対
象
と
な
る
全
て
の
人
の
市
町

村
民
税
所
得
割
額
を
合
計
し
て
の
判

定（
世
帯
合
算
）に
見
直
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
乳
幼
児
等
（
こ
ど
も
）
医

療
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
人
で
両
親

の
収
入
に
変
化
が
な
く
て
も
、
両
親

の
市
町
村
民
税
所
得
割
額
を
合
計
す

る
こ
と
で
所
得
制
限
超
過
（
資
格
停

　
市
は
、
①
「
西
宮
市
文
化
ま
ち
づ

く
り
懇
話
会
」、②
「
西
宮
市
個
人
情

報
保
護
審
議
会
」
の
委
員
を
公
募
し

ま
す
。
募
集
人
数
は
各
１
人
で
す
。

　
応
募
方
法
は
所
定
の
申
込
書
に
作

文
（
テ
ー
マ
は
下
記
参
照
）
を
添
え

て
、
郵
送
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
各
申
込
締

切
日
ま
で
に
各
担
当
課
へ
。
持
参
も

可
。
申
込
書
は
各
担
当
課
（
①
は
各

支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
）
で

配
布
す
る
ほ
か
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
①
は
楽
し
む
・
学
ぶ
似
文
化
・

芸
術
、
②
は
市
政
情
報
似
情
報
の
公

開
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
　
【
対
象
】
平
成
　
年
８
月
１
日

２４

（
②
は
　
月
１
日
）
現
在
、
　
歳
以

１０

２０

上
の
人
。
在
勤
者
可
（
①
は
在
学
者

も
）
　
※
本
市
の
他
の
審
議
会
な
ど

　
教
育
委
員
会
は
、
市
立
小
・
中
学

校
お
よ
び
県
立
芦
屋
国
際
中
等
教
育

学
校
の
就
学
奨
励
金
（
平
成
　
年
度

２４

分
）
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
　
対
象
は
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就

学
が
困
難
な
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

で
す
。
申
請
月
か
ら
の
支
給
に
な
り

ま
す
の
で
、
申
請
が
ま
だ
の
人
は
早

　
教
育
委
員
会
は
、「
在
日
外
国
人
学

校
就
学
補
助
金
」
の
申
請
を
７
月
２

日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
申
請
は
９

月
　
日
ま
で
に
学
事
・
学
校
改
革
課

２８
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
１
７
）へ
。

　
【
対
象
】
平
成
　
年
７
月
１
日
現

２４

　
教
育
委
員
会
は
、
平
成
　
年
度
の

２４

高
校
、
大
学
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま

す
。
　
申
込
は
所
定
の
願
書
を
６
月
　
日
２５

～
７
月
　
日
に
学
事
・
学
校
改
革
課

３１

平成24年7月１日以降の福祉医療費助成制度 
一部負担金（※４）所得制限基準対象制度

２割負担
（低所得認定者は1割負担）

世帯全員の平成24年度
市町村民税が非課税65歳～69歳老人医療

入院・外来ともに
一部負担金なし　

１歳誕生月の末日まで
…所得制限なし

中学３年生（15歳到達後の最
初の３月末日）まで

乳幼児等・
こども医療
(※１)

１歳誕生月翌月～中学
３年…親権者などの平
成24年度の市町村民税
所得割額の合計が23万
5000円未満（※２・3）

外来…１日600円（低所得認
定者は400円）が限度。月２
回まで ▽入院…１割負担。
月額2400円（低所得認定者
は1600円）が限度

本人・扶養義務者など全
ての人の平成24年度の
市町村民税所得割額の
合計が23万5000円未
満（※２・３）

18歳到達後の最初の３月末日
までの母子（父子）家庭の子と
その養育をしている母・父また
は遺児

母子（父子）
家庭等医療

外来…１日600円（低所得認
定者は400円）が限度。月２
回まで ▽入院…１割負担。
月額2400円（低所得認定者
は1600円）が限度

本人・配偶者・扶養義務
者全ての人の平成24年
度の市町村民税所得割
額の合計が23万5000
円未満（※２・３）

次のいずれかの人 ▽身体障害者
手帳１級～４級所持者（４級は
入院時のみ対象） ▽療育手帳Ａ、
Ｂ１、Ｂ２（ＩＱ60以下）所持者

▽自閉症の人 ▽精神障害者保健
福祉手帳１・２級所持者（精神疾
患は対象外。２級は精神疾患以
外の入院時のみ対象）

障害者医療

障害者医療と同じ障害者医療と同じ

次のいずれの要件も満たす人 ▽

障害者医療に該当する人 ▽後期
高齢者医療制度被保険者か老人
医療受給者

高齢障害者
医療

（※１）小学３年生までは「乳幼児等医療費受給者証」、小学４年生からは「こども医療費受給者証」になります
（※２）県の「第２次行革プラン」により、所得判定単位が見直されました
（※３）住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します。平成22年度の
　　　　税制改正により扶養控除が一部廃止され、24年度分以降の市町村民税所得割額が増えた場合は、当分の
　　　　間、国の制度（自立支援医療制度）に準拠し、福祉医療の判定に影響が出ないよう対応します
（※４）老人医療と乳幼児等・こども医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額です

の
委
員
・
職
員
・
市
議
会
議
員
を
除

く　
①
西
宮
市
文
化
ま
ち
づ
く
り
懇
話

会
…
本
市
の
文
化
的
特
性
を
生
か
し

た
参
画
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
本
市
の
文
化
政

策
に
対
し
提
言
し
ま
す
。

　
【
任
期
】
平
成
　
年
８
月
～
　
年

２４

２６

３
月
　
【
作
文
テ
ー
マ
】
芸
術
文
化
活
動

の
推
進
に
向
け
た
市
民
と
行
政
の
協

働
に
つ
い
て
（
８
０
０
字
～
１
２
０

０
字
）

　
【
締
切
】
７
月
　
日
（
消
印
有

２０

効
）
　
【
担
当
】
文
化
振
興
課
（
市
役
所

本
庁
舎
５
階
☎
０
７
９
８
・
３
５
・

３
４
７
７
）

　
②
西
宮
市
個
人
情
報
保
護
審
議
会

…
本
市
の
個
人
情
報
の
利
用
や
提

供
、
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
営
に

関
す
る
事
項
を
審
議
し
ま
す
。

　
【
任
期
】
平
成
　
年
　
月
～
　
年

２４

１０

２６

９
月
　
【
作
文
テ
ー
マ
】
個
人
情
報
の
保

護
と
活
用
に
つ
い
て
（
８
０
０
字
～

１
２
０
０
字
）

　
【
締
切
】
７
月
　
日
（
必
着
）

１３

　
【
担
当
】
情
報
公
開
課
（
市
役
所

本
庁
舎
７
階
☎
０
７
９
８
・
３
５
・

３
７
７
４
）

止
）
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
※
７
月
１
日
か
ら
、
障
害
者
（
高

齢
障
害
者
）
医
療
の
入
院
時
医
療
費

の
助
成
対
象
が
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
２
級
を
持
つ
人
ま
で
拡
大

さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
精
神
疾
患
に

よ
る
入
院
は
対
象
外
）
。
詳
し
く
は

医
療
年
金
課
に
問
合
せ
を

め
に
学
校
を
通
じ
て
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

在
、
在
日
外
国
人
学
校
に
在
学
し
て

い
る
９
年（
１
９
９
７
年
）４
月
２
日

～
　
年（
２
０
０
６
年
）４
月
１
日
に

１８
出
生
し
た
在
日
外
国
人
児
童
・
生
徒

が
い
る
市
内
在
住
の
保
護
者
。
た
だ

し
、
　
年（
２
０
１
１
年
）中
の
同
一

２３

生
計
の
家
族
の
総
所
得
金
額
の
合
算

額
が
、
家
族
数
に
応
じ
た
基
準
所
得

以
下
の
場
合
に
限
る
　
※
基
準
所
得

…
２
人
家
族
４
１
０
万
８
０
０
０

円
、
３
人
家
族
４
９
３
万
４
０
０
０

円
、
４
人
家
族
５
６
４
万
６
０
０
０

円
、
５
人
家
族
７
０
１
万
８
０
０
０

円
な
ど

　
【
補
助
金
額
】
年
額
８
万
５
０
０

０
円

　
詳
し
く
は
各
学
校
に
あ
る
申
請
書

ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
く
ら

し
の
情
報
似
教
育
似
奨
学
金
・
貸

付
・
助
成
金
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
学
事
・
学
校
改
革
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
５
１
）

へ
。

（
教
育
委
員
会
庁
舎
１
階
☎
0
7
9

8
・
3
5
・
3
8
1
7
）
へ
。

　
願
書
は
同
課
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
く
ら
し
の
情

報
似
教
育
似
奨
学
金
・
貸
付
・
助
成

金
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

◆
高
校
奨
学
生
◆

　
【
対
象
】
高
校
、
高
等
専
門
学
校

（
１
年
～
３
年
）、
中
等
教
育
学
校
後

期
課
程
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等

部
、
朝
鮮
高
級
学
校
に
在
学
し
、
保

護
者
が
市
内
在
住
の
人
。
所
得
制
限

あ
り
　
【
給
付
額
】
公
立
は
月
額
５
５
０

０
円
、
私
立
は
月
額
１
万
１
０
０
０

円
（
生
活
保
護
世
帯
の
場
合
、
公
立

は
対
象
外
、私
立
は
減
額
）。
返
還
不

要
　
※
平
成
　
年
度
以
前
に
入
学

２１

し
、
在
学
校
を
通
じ
て
　
年
度
の
継

２４

続
申
請
書
を
提
出
し
た
人
は
申
請
不

要◆
大
学
奨
学
生
◆

　
【
対
象
】
大
学
院
、
大
学
、
短
期

大
学
、
高
等
専
門
学
校（
４
・
５
年
）

に
在
学
し
、
保
護
者
が
市
内
在
住
の

人
。
所
得
制
限
あ
り

　
【
貸
付
額
】
国
公
立
は
月
額
１
万

円
、
私
立
は
月
額
１
万
４
０
０
０

円
。
卒
業
後
　
年
間
で
、
半
年
ご
と

１０

の
均
等
返
還
。
無
利
子


